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空家等の現状について 

１．空き家の概況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■犬山市の空き家戸数の推移と内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「その他空き家」の割合（令和 5年） 

 

 

 

 

 

 

  

 

資料：住宅・土地統計調査 
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7.5%

R5年犬山市

空き家総数

4,510戸

・犬山市の空き家は増加傾向が続き、令和5年には4,510戸、空き家率13.8％となっている（住

宅・土地統計調査）。 

・空き家のうち、「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」（以下、「その他空き家」）は、空き

家全体の半数近くを占め、一戸建（木造）の建物が多い。 

・令和 5 年における本市の住宅総数に対する「その他空き家」の割合は 6.8％で、愛知県平均

（4.3％）よりも高い。 

・65 歳以上の者のみで一戸建に居住する世帯が年々増加し、居住世帯のある住宅に対する割合

が令和 5 年には約 22％となっている。これらの住宅は、近い将来に空き家となる可能性が高く、今

後空き家が急増する可能性がある。 

・空き家に関する相談件数は、年間 70～80 件程度で推移している。寄せられた相談に対しては、

現地での確認等を行い、必要に応じて所有者へ是正通知を行い、改善に努めている。 
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その他の空き家のうち一戸建

65歳以上のみで一戸建に居住する世帯の割合

(世帯・戸)

■空き家に関する相談件数の推移 ■65 歳以上の者のみで一戸建に居
住する世帯の推移 

資料：住宅・土地統計調査 

資料：市資料 

※通知件数、是正又は解体軒数は R3 から集計 
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２．令和 6年度実態調査結果の概要 

(1) 現地調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 空き家分布（令和 6年度実態調査） 

  

・令和 6 年度実態調査による空き家（現地調査にて空き家と判定した建物（827 件）から、意向

調査で"空き家ではない”と回答があった建物を除く）は 712件。 

・各調査項目の損傷状況では、特に草木の繁茂でⅢ又はⅡの問題のある状態が顕著で、草木が

繁茂している状態は全体の約 43%となっている。 

・市全域の管理ランクでは、何らかの損傷や管理されていない状況である A～C ランクが 394 件あ

り、全体の約 58%を占めている。 

・令和2年度調査時にも空き家と判定された空家等（848件）は、今回調査において新規に空き

家と判定された空家等と比較し、管理状況が悪い傾向にある。 
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■調査項目別管理状況(不明を除く) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・空き家の分布をみると、犬山城下町周辺の空き家密度が非常に高い。 

・空家等活用促進区域の候補地（犬山城下町周辺地域）では、屋根、外壁、庇・軒等外構部の

損傷度が高い建物の割合が高く、管理ランクでは A ランク（建物等に著しい損傷があり、危険性

が高い）の割合が高い。 

Ⅰ 問題なし

Ⅱ 軽微な問題があるもの

Ⅲ 著しい損傷や敷地外への影響があるもの

A

B

C

D

建物等に著しい損傷があり、危険性が高い

防犯性問題がある著しい損傷、又は周辺生活環

境に悪影響を及ぼしているが、危険性は低い

建物に損傷がある、若しくは周辺生活環境に悪

影響を及ぼす可能性がある

建物に損傷はなく、管理されている

0.4%

1.5%

1.5%

0.1%

2.2%

2.1%

1.3%

6.5%

5.3%

14.0%

0.7%

16.4%

6.6%

0.9%

36.2%

10.8%

99.6%

93.3%

84.6%

99.1%

81.4%

91.3%

97.8%

57.3%

89.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

傾斜

屋根

外壁

基礎

庇、軒

設備機器等

建具ガラス

草木の繁茂

ゴミ

4.9%

6.7%

46.7%

41.7%

■管理ランク割合(X を除く) 

■空き家密度 
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(2) 意向調査結果 

① 空き家の使用状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・空き家の使用状況としては、「仏壇や家具など個人利用のための倉庫・物置として使用している」、

及び「特に使用していない・多少の荷物などがあるが使用していない」状況の回答が多い。 

・居住時期は、「10 年以内」まで居住用として使用していたとの回答が約 60％で、最近 10 年間で

空き家となった建物が多い。 

・居住用として使われなくなった理由としては、「相続により取得したが別の住宅に住んでいる」という

回答が多い。 

■空家等活用促進区域(案)区域内外の管理ランク割合(X を除く) 

13.3%

39.4%

6.7%

10.0%

10.3%

37.3%

11.8%

0.0% 20.0% 40.0%

帰省時の宿泊など、特定の

季節や時期に使用している

仏壇や家具など個人利用のための

倉庫・物置として使用している

事業などのための倉庫・

物置として使用している

土地の管理のために使用している

賃貸用または分譲用の住宅

として居住者を募集している

特に使用していない・多少の荷物

などがあるが使用していない

その他

■空き家の使用状況（複数回答） 
1.3% 2.9%

30.9%

60.8%

1.6%
2.5%

■空き家の居住時期 

50年以上前

50年前～30年前

30年前～10年前

10年以内

一度も居住していない

不明・覚えていない

4.6%

17.4%

2.8%

52.5%

3.5%

19.1%
転勤などの理由により転居したため

家族構成の変化などにより別の住

宅へ転居したため

子供や親族と同居するために転居

したため

相続により取得したが、別の住宅

に住んでいるため

他人に貸していたが、借りていた人

が退去などで住まなくなったため

別荘や倉庫などとして利用する目

的で取得したため

その他

■居住用として使われなくなった理由 

9.1%

4.0%

4.9%

4.1%

7.2%

6.7%

39.7%

48.3%

46.7%

47.1%

40.5%

41.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

区域内

区域外

市全体

A

B

C

D

建物等に著しい損傷があり、危険性が高い

防犯性問題がある著しい損傷、又は周辺生活環

境に悪影響を及ぼしているが、危険性は低い

建物に損傷がある、若しくは周辺生活環境に悪

影響を及ぼす可能性がある

建物に損傷はなく、管理されている
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② 空き家の管理状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・空き家の管理の主体は「自分・家族が管理している場合」が多く、管理の頻度は「1 カ月に 1 度」、

又は「2～3か月に 1度」の頻度が多い。 

・管理の状態としては、「いつでも住める状態」や、「リフォーム・清掃をすることで住める状態」の建物

である回答が多い。 

・維持・管理においては、「特に困っていることはない」という回答が一番多いものの、健康状態・費用の

面や遠くに住んでいるために維持・管理するのが難しくなっている状況や、建物の老朽化・草木の

繁茂などにより近所に迷惑をかけてしまうという心配、解体に関わるお金の問題や買手・借手が見

つからない等の回答が多い。 

12.1%

12.8%

23.1%29.2%

13.5%

7.1%

2.1%

週に1回以上

2～3週間に1回程度

1カ月に1回程度

2～3カ月に1回程度

半年に1回程度

一年に1回程度

その他

21.2%

40.7%

22.1%

11.5%

4.5%

維持・管理をしっかりしており、いつで

も住める状態

多少の修理・リフォーム・清掃などをす

れば住める状態

劣化が進んでおり、住むためには大規

模な修理・リフォームが必要な状態

劣化が激しく、解体するか建替えるし

かない状態

その他

13.2%

19.6%

0.0%

4.8%

22.5%

22.2%

5.8%

2.6%

7.1%

23.5%

34.1%

12.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

健康状態や費用などの理由で自分や家族で

維持・管理するのが難しくなってきた

遠くに住んでいるため、維持・

管理するのが大変である

専門業者に管理・利活用を依頼したいが、

どのように探せばよいか分からない

専門業者に管理・利活用を依頼したいが、

お金がかかるため依頼できない

建物の老朽化・草木の繁茂などにより

近所に迷惑をかけてしまう

老朽化しており解体したいが、固定資産税が

高くなる・解体費用などで金銭的に難しい

老朽化しており解体したいが、立地条件など

により建物の解体が困難である

法規制などにより再建築ができない

道路が狭く、車が家まで入ることができない

手放したいが、買手や借手が見つからない

特に困っていることはない

その他

■管理頻度 

■管理状態 

■維持・管理で困っていること（複数回答） 
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③ 今後の意向について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 空き家バンクについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後の意向として、売却・貸付や解体を考えているものの具体的な予定まで決まっていない状況

が多いものの、しばらくは現在と同じ利用をしていく予定や検討中の回答も多い。 

・空き家バンクについて、「内容まで知っている」との回答は約 9%と少なく、認知度が低い。 

・今後空き家バンクに登録するかという質問に対しては、「分からない・詳しく調べないと判断できな

い」という回答が一番多い。 

31.4%

1.2%

8.6%

8.9%

11.4%

26.8%

5.5%

19.7%

30.2%

7.1%

8.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

特に理由はないが、しばらくは

現在と同じ利用をしていく予定

近いうちに居住用として

使用する予定がある

将来的に居住用に使用

する可能性がある

帰省の時の宿泊用、仏壇・家具の

保管用など、自分で使用していく予定

売却・貸付をする予定がある

売却・貸付をしたいが、

具体的な予定はない

解体する予定がある

解体をしたいが、

具体的な予定はない

今後どうしていくかは検討中

どうしてよいか分からない

その他

■今後の意向（複数回答） 

8.7%

44.9%

46.4%

内容まで知っている

名前を聞いたことはある

知らない

2.6%

8.7%

28.2%

16.7%

43.9%

既に登録している

登録してみたい

関心はあるが、すぐに登

録するつもりはない

登録したくない

分からない・詳しく調べな

いと判断できない

■空き家バンクの認知度 ■空き家バンクの今後の意向 



8 

⑤ 空家等活用促進区域の候補地（犬山城下町周辺地域）の空き家所有者の意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・管理状況をみると、区域内では区域外に比べて「劣化が激しく、解体するか建替えるしかない状

態」の割合が高い。 

・維持・管理で困っていることは、区域内では「老朽化しており解体したいが、立地条件などにより建

物の解体が困難である」、「道路が狭く、車が家まで入ることができない」の割合が非常に高い。 

・今後の意向は、区域内では区域外に比べ「解体する予定がある」の割合がやや高い。 

・空家等活用促進区域の指定については、「どちらでもよい・分からない」の割合が非常に高い。 

■区域別管理状態 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

健康状態や費用などの理由で自分や家族で

維持・管理するのが難しくなってきた

遠くに住んでいるため、維持・

管理するのが大変である

専門業者に管理・利活用を依頼したいが、

どのように探せばよいか分からない

専門業者に管理・利活用を依頼したいが、

お金がかかるため依頼できない

建物の老朽化・草木の繁茂などにより

近所に迷惑をかけてしまう

老朽化しており解体したいが、固定資産税が

高くなる・解体費用などで金銭的に難しい

老朽化しており解体したいが、立地条件

などにより建物の解体が困難である

法規制などにより再建築ができない

道路が狭く、車が家まで入ることができない

手放したいが、買手や借手が見つからない

特に困っていることはない

その他

区域内 区域外 市全体

■区域別維持・管理で困っていること（複数回答） 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

特に理由はないが、しばらくは現在と

同じ利用をしていく予定

近いうちに居住用として

使用する予定がある

将来的に居住用に使用する

可能性がある

帰省の時の宿泊用、仏壇・家具の

保管用など、自分で使用していく予定

売却・貸付をする予定がある

売却・貸付をしたいが、

具体的な予定はない

解体する予定がある

解体をしたいが、

具体的な予定はない

今後どうしていくかは検討中

どうしてよいか分からない

その他

区域内 区域外 市全体

■区域別今後の意向（複数回答） 

13.3

23.0

21.2

46.7

39.3

40.7

23.3

21.8

22.1

16.7

10.3

11.5

5.6

4.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

区域内

区域外

市全体

維持・管理をしっかりしており、いつでも住める状態 多少の修理・リフォーム・清掃などをすれば住める状態

劣化が進んでおり、大規模な修理・リフォームが必要な状態 劣化が激しく、解体するか建替えるしかない状態

その他
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(3) 過年度調査結果との比較 

① 損傷状況等 

平成26年度と令和6年度の実態調査結果を比較するため、平成26年度実態調査の判定区分

を令和 6年度実態調査の判定区分に合わせて以下のように読み替え、整理した。 

＜令和 6年度実態調査の判定区分＞ ＜平成 26年度実態調査からの読替区分＞ 

指標 調査項目 
判定   

調査項目 
判定 

Ⅲ判定 Ⅱ判定 Ⅰ判定  Ⅲ判定 Ⅱ判定 Ⅰ判定 

危険性  

傾斜 有り  無し 
 

傾斜 有  無 

屋根 
崩落、 

開口有り 
一部損傷有り 損傷無し 

 
屋根 

室内に 

水が入る穴有 
一部損傷有 損傷無 

外壁 開口有り 一部損傷有り 損傷無し 
 

外壁 
室内が 

見える穴有 
一部損傷有 損傷無 

基礎 
沈下、 

崩壊有り 
一部損傷有り 損傷無し 

 
－    

庇・軒 変形、垂下り 一部損傷有り 損傷無し 
 

－    

設備機器

等 
落下等の危険 一部損傷有り 損傷無し 

 設備機器

等 

落下の 

危険性有 
一部損傷有 損傷無 

防犯性 建具ガラス 割れ有り ヒビ有り 損傷無し 
 窓ガラスの 

割れ 

窓ガラスの 

割れ有 
ヒビ割有 無 

生活 

環境 

草木の繁

茂 
隣地等に越境 放置、繁茂 

管理 

されている 

 

雑草 
近づけない程 

繁茂 

敷地全体に 

雑草・部分的

に雑草 

手入れされて 

いる・草地無 

ゴミ 
有り 

(臭気有り) 

有り 

(臭気無し) 
無し 

 

ごみの放

置・悪臭 

ごみ：大量・

山積み・少量

有 

悪臭：有 

ごみ：大量・

山積み・少量

有 

悪臭：無 

ごみ：無、悪

臭：無 

 

  

17.5%

5.3%

68.4%

8.8%

空き家の建替えがしやすくなるよう

に、区域を指定するべきだと思う

区域を指定する必要はないと思う

どちらでもよい・分からない

その他

■空家等活用促進区域の指定について 
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1) 調査項目別 

 

 

 

■年度別調査項目別管理状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 管理状況評価 

 

 

 

 

■年度別管理状況評価 

 

 

 

 

  

・外壁や設備機器等について、令和 6 年度は平成 26 年度に比べ問題のある建物の割合が増え

ており、老朽化が進んだ建物が増えている。 

・何らかの損傷がある状況や管理されていない状況である A～C ランクの建物の割合をみると、令和

6 年度は平成 26 年度に比べ大きく減少している。ただし、A ランクの割合は増えており、損傷が進

行していると考えられる。 

1.8%

4.9%

9.4%

6.7%

66.3%

46.7%

22.5%

41.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H26

R6

A

B

C

D

建物等に著しい損傷があり、危険性が高い

防犯性問題がある著しい損傷、又は周辺生活環

境に悪影響を及ぼしているが、危険性は低い

建物に損傷がある、若しくは周辺生活環境に悪

影響を及ぼす可能性がある

建物に損傷はなく、管理されている

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H26

R6

H26

R6

H26

R6

H26

R6

H26

R6

H26

R6

H26

R6

傾
斜

屋
根

外
壁

設
備

機
器
等

草
木
の

繁
茂

ゴ
ミ

建
具

ガ
ラ
ス

Ⅰ 問題なし

Ⅱ 軽微な問題があるもの

Ⅲ 著しい損傷や敷地外への影響があるもの
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② 意向調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

■年度別居住用として使われなくなった理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

■年度別管理状態 

 

 

 

 

 

※H26年、R2年に「劣化が激しく、解体するか建替えるしかない状態」の選択肢はなし 

 

  

・居住用として使われなくなった理由としては、令和6年度は平成26年度に比べ「相続により取得し

たが別の住宅に住んでいる」という回答の割合が大きく増加している。 

・管理の状態としては、「いつでも住める状態」や、「リフォーム・清掃をすることで住める状態」の建物

の割合が年々減少しており、修理・リフォームや解体・建替えが必要な建物が増えている 

・維持・管理で困っていることについては、「特に困っていることはない」という回答の割合が年々減少

しているのに対し、建物の老朽化・草木の繁茂などにより近所に迷惑をかけてしまうという心配、解

体に関わるお金の問題の割合が増加している。 

36.5%

31.2%

21.2%

36.2%

33.8%

40.7%

18.0%

26.1%

22.1% 11.5%

9.3%

9.0%

4.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H26

R2

R6

維持・管理をしっかりしており、いつで

も住める状態

多少の修理・リフォーム・清掃などをす

れば住める状態

劣化が進んでおり、住むためには大規

模な修理・リフォームが必要な状態

劣化が激しく、解体するか建替えるし

かない状態

その他

3.7%

5.6%

4.6%

18.9%

18.4%

17.4%

4.7%

4.7%

2.8%

26.7%

32.9%

52.5%

15.5%

12.0%

2.8%

1.7%

3.5%

27.6%

24.8%

19.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H26

R2

R6

転勤などの理由により転居したため

家族構成の変化などにより別の住

宅へ転居したため

子供や親族と同居するために転居

したため

相続により取得したが、別の住宅

に住んでいるため

他人に貸していたが、借りていた人

が退去などで住まなくなったため

別荘や倉庫などとして利用する目

的で取得したため

その他
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■年度別維持・管理で困っていること（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※H26年、R2年に"手放したいが、買手や借手が見つからない"の選択肢はなし 

 

  

22.8%

19.5%

3.6%

5.5%

14.3%

17.6%

4.6%

2.3%

5.9%

0.0%

45.9%

17.6%

29.0%

23.5%

7.2%

6.8%

18.6%

19.0%

2.7%

2.7%

4.5%

0.0%

38.5%

11.8%

13.2%

19.6%

0.0%

4.8%

22.5%

22.2%

5.8%

2.6%

7.1%

23.5%

34.1%

12.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

健康状態や費用などの理由で自分や家族で

維持・管理するのが難しくなってきた

遠くに住んでいるため、維持・

管理するのが大変である

専門業者に管理・利活用を依頼したいが、

どのように探せばよいか分からない

専門業者に管理・利活用を依頼したいが、

お金がかかるため依頼できない

建物の老朽化・草木の繁茂などにより

近所に迷惑をかけてしまう

老朽化しており解体したいが、固定資産税が

高くなる・解体費用などで金銭的に難しい

老朽化しており解体したいが、立地条件など

により建物の解体が困難である

法規制などにより再建築ができない

道路が狭く、車が家まで入ることができない

手放したいが、買手や借手が見つからない

特に困っていることはない

その他

H26 R2 R6
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３．空き家対策の取組状況 

(1) 犬山市空家等対策計画の進捗状況及び課題 

現行計画に示された施策について、現在までの進捗状況を確認し、今後も取組みを継続する上での

課題を整理しました。 

① 空家等の発生抑制及び適正管理にむけた取組み及び課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進の取組み及び課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・定期的に空家等実態調査を実施し、空家等対策に活用している。今後も5年ごとに実態調査を実

施し、調査結果は全庁で共有できるシステム化を進める。 

・空き家予備群（高齢者のみの世帯）を対象とした調査や取組の継続が課題。 

・空き家対策等の市民への啓発として、パンフレット等の配布や相談会を実施しており、今後も継続し

て実施する。 

・空家等に関する苦情・相談の窓口を都市計画課に一本化し、関係部署と情報を共有している。 

・相談を受けた場合には、現地確認、関係部署への意見照会、空家等の所有者への指導・助言を

実施しているが、指導に対して反応がない場合の対応が課題。 

・空家等所有者に対し、直接的な維持管理指導・助言の手法や、地域からの直接的な働きかけの

手法等について検討が必要。 

・平成28年度に空き家バンクを創設し、空家等の流通促進に努めている。また、市民や関係団体等

に対して、空き家バンクに関する情報の周知に努めている。 

・空き家の利活用を促進するため、各種補助金制度を実施しており、令和7年度からは「あきや活用

支援事業補助金」により、空き家の購入費用やリフォーム費用等への補助を実施。 

・空き家の除却等に対する補助等も実施。 

・空き家やその跡地のまちづくり資源としての活用に関しては、具体的な取組方法等について検討

が必要。 
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(2) 犬山市の空き家対策の取組実績 

現行計画策定以降における、本市の空き家対策の主な実績を以下に整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■犬山市空き家・空き地バンク利用実績 

 
平成 
28 年
度 

平成 
29 年
度 

平成 
30 年
度 

令和 
元年度 

令和 
2 年度 

令和 
3 年度 

令和 
4 年度 

令和 
5 年度 

令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

計 

登録 
件数 

28 6 3 2 4 6 1 12 7 2 71 

成約 
件数 

7 10 6 2 6 9 3 6 7 2 58 

※令和 7年度実績は R7.8.25 時点 

 

■空き家管理事業者登録制度のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・空き家バンクの創設以降、登録件数 71 件、成約件数 58 件の利用実績があり、成約率（登録

件数に対する成約件数の割合）が約 80％と高い割合となっている。（令和 7年 8月現在） 

・空き家の利活用や解体工事に対する補助金制度を設けているが、令和 6 年度までの利用実績が

ない。（令和 7年度から「あきや活用支援事業補助金」に制度を刷新し、1件が交付決定済） 

・（公社）愛知県宅地建物取引業協会や、愛知県弁護士会、愛知県司法書士会等、専門的知

識を有する関係機関と協定を締結し、空き家に関する相談体制の充実に努めている。また、シルバ

ー人材センターや民間企業と協定を締結し、空き家管理サービスの提供等を行っている。 

・空き家の管理に関して、空き家管理事業者登録制度（愛知宅建サポート株式会社との協定に基

づき、空き家管理事業者として登録された空き家マイスターに空き家の見回りや草木剪定などの管

理サービス提供を依頼することが出来る制度）により、支援している。 


